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Ⅰ　は じ め に

　1995年，GATT体制が発展的に解消してWTO
体制が成立した。GATT体制は，戦後の国際ビジ
ネスの興隆を支えるインフラとして，多国間で関
税を低減させ，財の貿易の自由化を促進してきた。
第 2次世界大戦後に発足した GATT体制は，20
世紀初頭にピークに達した経済のグローバル化が，
保護主義と報復関税の応酬のなかで簡単に崩壊し，
第 2次世界大戦の到来へと至ったことの反省から，
関税や輸入割当といった水際の貿易障壁を多国間
が共同で低減させることに主眼がおかれた。それ
まで数世紀にわたり続いたヨーロッパ型の二国間
条約のネットワークに代え，より自由な貿易をめ
ざす多国間レジームを発足させ，戦後の国境を越
えた財の取引の拡大に大きな貢献をしてきたので
ある。
　しかし 1980年代に入り，欧米の多国籍企業を
中心に，GATT体制の機能不全が問題視され始め
た。貿易自由化の手段は，もっぱら関税や輸出入
割当などの水際政策の低減であり，いく度にも及
ぶラウンド交渉によって関税を下げた後に残った
国内の各種の非関税障壁については無力であった。
また，国家間で貿易上の紛争がおこっても，
GATTの紛争仲裁メカニズムは効果が限定的で
あった。さらには，日本を始めとした新しい競争
相手国の台頭に追い立てられる中で，サービス貿
易や直接投資，そして知的所有権の保護という，
それまでの GATT体制の対象外の分野に，国際

的なルールを樹立することなしには，自分たちの
競争優位をグローバルに確立し，それをもって国
際ビジネスを一層拡大することは望めないという
認識が，欧米企業の中に広がったからである。こ
の点をめぐる国際経営上の意味は，国際ビジネス
をめぐる重要なルールや枠組みは，「お上」がよ
きに計らうものでも，いつのまにか自然にできあ
がるものでもなく，多くのステイクホルダーが
様々な意図や目的をもって積極的にルールの形成
と変更に関与するなかで形成されるものであり，
その中でも特に多国籍企業の戦略的な働きかけの
占める役割はことのほか大きい，というものであ
る。この点こそ，セルが本書で具体的に描き，分
析する点でもある。
　ウルグアイ・ラウンド交渉は，10年にもおよ
ぶ長丁場を経て，WTOの成立に至る。同体制に
よって，金融や情報通信を含むサービス貿易の自
由化や，投資の自由化，非関税障壁の低減など，
経済活動の幅広い分野で，水際の自由化だけでな
く，国内の諸規制の緩和，撤廃や標準化，共通化
を多国間で取り組むためのメカニズムとして機能
し，その後のビジネスのグローバル化に強力な
バックボーンを提供している。このWTO体制に
至る過程について，改めて考えを馳せてみると，
多くの疑問が湧く。たとえばだれがどのようにし
て，それまでの GATTでは対象とされなかった
「新分野」を定義し，その必要性を認めたのか。
サービスや直接投資を含む投資の国際展開を従来
の貿易の延長で考えることが妥当なのか。そして，
なぜ知的所有権の国際的な保護を貿易の自由化と
一体的に結び付けることができるのか。
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　セルによる本書は，これらの問いの中でも，特
に新分野，わけても知的所有権の国際的な保護と
貿易の自由化の一体化に注目し，WTOの TRIPS
協定（知的所有権の貿易関連協定）の成立と変遷に，
だれが，どのような利害，ビジョン，目的をもち，
どう関わってきたのかについて考察する。セルは
その答えを，米国の一握りの多国籍企業の構想力
と行動力に見出す。薬品，娯楽，ソフトウエア産
業を代表する 12名の多国籍企業経営者が，国際
ビジネスに関する全く新しい時代を切り開いくこ
とになったという1。
　しかし本書の意義は，国際ビジネスルールの立
案能力が政府から企業に移っていることを明らか
にするだけで終わらない。市場の「見えざる手」
は，社会の構造と，そのメンバーである行為主体
の関係性のなかに制度が存在すること，その関係
性は，相互に説明変数と被説明変数とにその役割
を変えるなかで，制度の変更をもたらしているこ
と，を明らかにする。このような分析の視点を提
示することで，利得関数の形成と変更，そして制
度の進化や変遷への考察を，単なる物語を語るの
ではなく，社会科学的に分析し再構築することが
可能であることを示してみせるのである。

Ⅱ　構　　成

　前節で明らかにしたように，本書は，国際政治
経済学の立場から，知的所有権をめぐる利得・効
用の社会構築過程（social construction process）を
考察した研究である。著者はスーザン・セル
（Susan Sell）で，1989年にカリフォルニア大学
バークレイ校で PhDを取得し，クレアモント大
学院の助教授を経て，現在，ジョージ・ワシント
ン大学で国際関係論の教授を務めている。本書は
2003年にケンブリッジ大学出版会の「国際研究
シリーズ」の第 88番目の著作として刊行された。
2007年には，中国語の翻訳が人民大学出版会か
ら刊行されている。構成は次の 7つの章と文献リ
スト，索引からなる。
　Ⅰ.　Introduction（はじめに）
　Ⅱ. 　Structure, Agents, and Institutions（構造，

主体，制度）
　Ⅲ. 　U.S. Intel lectual  Proper ty Rights in 

Historical Perspective（米国の知的所有権につ
いての歴史的概観）

　Ⅳ. 　The Domestic Origins of a Trade-based 
Approach to Intellectual Property（知的所有
権をめぐる貿易関連アプローチの国内的起源）

　Ⅴ. 　The Intellectual Property Committee and 
Transnational Mobilization（知財委員会と国
境を越えた展開）

　Ⅵ. 　L i f e  A f t e r  T R I P S :  A g g r e s s i o n  a n d 
Opposition（TRIPSのその後：更なる強化と反
対の動き）

　Ⅶ. 　Conclusion: Structured Agency Revisited
（結論：構造化された主体について，あらため
て考察する）

　第 1章（Introduction）では，アメリカの知識集
約型の多国籍企業 12社の最高経営責任社（CEO）
によって組織された IPC（Intellectual Property 

Committee）というグループの誕生と活動にスポッ
トライトをあてる。その動きを従来の理論的枠組
みでは十分に説明できないことを明らかにしたう
えで，構造（Structure）と主体（Agent）との関係
性の中に制度が存在し，変遷するという考えを，
形態形成論（Morphogenetic Approach）を導入し
ながら示唆してみせる。
　第 2章では，形態形成論を TRIPS協定の成立
と変遷の過程に実際にあてはめ，同協定がビジネ
スのグローバル化をどう促し，構造と主体との関
係性にどのような影響を与えてきたかを，2つの
段階で明らかにする。第 1段階は，TRIPS協定が
成立するまでの国際ビジネスをとりまく構造と，
そのような市場構造によって利得効用が規定され
ていた多国籍企業が，所与の市場構造の中での利
得の最大化とともに市場構造の変化に基づく新た
な利得の可能性について構想し，その構想に基づ
いて実際に行動する過程である。第 2段階は，そ
の結果として誕生した WTO体制のもとで，
WTO以前とは全く異なる利得パターンが定義さ
れ，その中で，WTOのもとで樹立されたルール
の変更を求める新しい動きが始まる過程である。
　第 3章と第 4章は，米国における知的所有権の
確立と発展，その国際化について紹介している。
第 3章は，国内法制度をめぐる歴史的経緯を扱う
中で，米国における知財政策の変遷を追い，知的
所有権についての社会的なコンセンサスが時代と
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ともにかわってきたことを明らかにする。次章で
は米国企業の多国籍化，そして海外における競争
の激化，わけても日本をはじめとする新興国との
競争の中で，米国の競争力をめぐる危機意識の中
から，知的所有権の保護の強化を国際的に展開す
る必要性が生まれ，これが通商法 301条の中に組
み込まれていくプロセスとにスポットをあてて紹
介している。
　第 5章は，ウルグアイ・ラウンド交渉のなかで，
どのようにして TRIPSが取り上げられ，合意に
至ったかを，米・欧・日の多国籍企業が国境を越
えてコンセンサスを形成し，1994年の協定合意
に至る交渉を分析している。第 6章は，WTO体
制が発足し，TRIPS協定が発効してからの動きを
分析している。欧米の多国籍企業は，最終合意の
何に満足し，何に不満だったか。他方で，TRIPS
協定の発効とともに，どのような新たなステイク
ホルダーが出現し，TRIPSによって実現した保護
の水準に異議申し立てを始めたか。知的所有権の
保護対象の範囲の広がりの結果，タイやサハラ以
南諸国，ラテンアメリカで AIDS治療薬が入手困
難となった問題で，当事国のみならず先進諸国を
巻き込んだ活発な知的所有権保護への反対運動の
広がりの結果，知的所有権を，より広い社会的な
文脈のなかで捉えなおす動きが始まった一連の動
きを，形態形成論を適用することで，一定の必然
性をもった帰結と示す。
　最終章は，ウルグアイ・ラウンドの新分野（投
資，サービス貿易，金融）の成立をあらためて概
観し，その成立における民間部門の力について比
較分析を行う。TRIPS，FSA（金融サービス協定）
のどちらも，欧米の多国籍企業側が少なからぬ果
実を勝ち取ったことが明らかにされる。この章で
はまた，構造と行為主体との関係性の中に制度が
存在するとともに，その制度を介して構造が行為
主体の効用関数の形成に寄与する一方で，行為主
体が利得の変更を求め，制度の変更を介してあら
たな構造を構築するという形態形成論の社会科学
上の意義について，改めて検討するとともに，政
策上の含意についても示唆を導いている。
　GATT体制がウルグアイ・ラウンドを経て
WTO体制に移行，発展するプロセスや，新体制
の詳細を経済学，政治学の立場から分析した研究
は，内外でそれこそ無数に存在する。そこからあ

えて代表的なものを取り上げるとすれば，日本の
研究者の手によるものでは，小宮（1990）や佐々
波・中北（1997），海外の研究者によるものとし
ては，内部の事情に詳しい実践的学者によるもの
として，Preeg（1995）や，Krueger and Aturupane
（1998），また幅広い分野からの多角的な考察とし
ては，Hoekman and Kostecki（2000）などがすぐ
に思いつく。さらには，WTO体制がどこまで新
たな分野を取り組もうとしているのか，取り組む
べきなのか，という問題に意欲的に向かい合った
研究としては，小寺（2003）などがある。これら
に加えて，紛争解決メカニズムや農業分野から，
発展途上国の開発まで，さまざまな側面にスポッ
トをあてた研究がある。その中で，本書はどのよ
うな位置を占め，意義を持つといえようか。以下
において，本書への書評を，国際ビジネス環境の
考察という観点から行い，これらの問いについて
評者の考えを提起してみたい。

Ⅲ　市場の「見えざる手」はだれが作るのか

　欧米の大学の経営学部や経営管理大学院（ビジ
ネススクール）で使う国際経営の教科書の多くは，
その冒頭の何章かを割いて国際経営環境の分析を
行う。各国が互いにいかに異なったものかについ
て，文化や言語，宗教から政治や社会まで幅広く
紹介し，学際的な分析枠組と分析に必要な変数に
ついて学ぶ。その上で，これらの異なる市場を結
ぶ国際ビジネスのルールについて考察する。リカ
ルドやヘクシャー・オリン・サミュエルソンの貿
易理論も，国際ビジネスを理解するうえで重要な
分析枠組みとして，これらの章の前後に配してあ
る2。
　フリードマン（2006）が『フラット化する世界』
で描く世界では，ビジネスのグローバル化によっ
て各国の市場が 1つになろうとしている。水際の
貿易障壁の低減，規制緩和の世界的規模での実現，
そして技術の革新で，それまで国境で隔てられ，
保護されてきた市場経済が急速にグローバルに統
合されてきているという。しかし各国の違いにつ
いて，政治学，経済学，社会学，比較文化論など
の各分野の枠組みを使いながら学ぶことから明ら
かになるのは，グローバル化が進む今日において
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も，市場は各国ごとに異なり，それぞれの市場ご
とに独特の「見えざる手」や「見える手」が働い
ている，ということである。さらには「見えざる
手」は，歴史的，経路依存的に構成されているこ
ともあれば，政治的，社会的に作り出されること
もある，そして企業もその構築に重要なステイク
ホルダーとして大きく関与している，という点に
ついても学ぶ。さらには，これらの異なる市場を
結び付けるための国際ビジネスのルールつくりに
おいても，同様のことがいえるという点にも洞察
を向ける。
　ちなみに，我が国で出版されている国際ビジネ
スの教科書でも，GATT・WTO体制とはどのよ
うなものか，などについては紹介されているもの
が多い。しかしながら，政治学，経済学，社会学，
比較文化論などの各分野を通して詳細に各国の市
場をとりまく背景を考察し，国の違いについて考
え，各国の市場や，それらを結ぶ国際ビジネスの
ルールに働く「見える手」や「見えざる手」につ
いて分析しているものは稀である。 
　セルの本書は，国際ビジネスにおいて，知的所
有権のルールを整備する必要性を強く認識したご
く一握りの米国の多国籍企業の経営者が，欧州と
日本の多国籍企業に働きかけ，各国政府を動かし，
それまでになかった多国間ルールを構築していっ
た過程を生々しく描き出している。国際的なビジ
ネスのルールが，驚くほど限られた企業経営者に
よって構想され，実現する。そもそも知的所有権
は，所有権の一部として，財やサービスを交換す
る市場の成立の大前提となるものである。一般に
経済学の想定する完全競争市場は，多数の参加者
（売り手および買い手）が，財と価格について完全
な情報を持ち，市場への参入も退出も自由にでき
る条件のもとで同じ財を取り引きする際に成立す
ると言われている。そのような市場では，いわゆ
る「見えざる手」のおかげで需用と供給が均衡し，
均衡価格のもとで，資源が最適に配分される。し
かしそもそも市場が成立するためには，私有財産
を認め，その自発的な交換を認める一連のルール
の成立が必要であり，さらにはそのようなルール
を市場参加者が共有するとともに，ルールを破ら
れにくくする執行や制裁の手立てが不可欠である。
知的財産権も，通常の私有財産権と同様に保護す
ることができて初めて，財の発明や改良を行うイ

ンセンティブが市場経済のもとで確立するととも
に，著作物，演奏（著作隣接物），意匠や商標など，
よりアイデアそのものに近いものも市場で取り引
きできるようになる。
　しかし財をめぐる財産権と知的所有権とでは，
その定義に始まり，保護の方法や期間，違反の摘
発や制裁手段などをめぐり，各国で大きな違いが
ある。その一因は，知的所有権の保護と利用とに
ついて，各国のニーズが大きく異なることがある。
19世紀，産業革命の進展する欧州各国で，知的
所有権の保護が法制度の整備によって進められる
中，各国の法制度の違いが大きな問題となる。そ
こから，工業所有権の保護に関するパリ条約（対
象に特許，商標，工業デザインを含む）と著作権を
対象とするベルヌ条約の 2つの国際協定が 19世
紀末に相次いで締結され，知的所有権保護のその
後の国際的なルールの土台を作った。しかしいず
れも，セルが指摘するように，各国の国内法から
共通の要素をとり出した，いわば各国の取組みに
ついての「国際的なコンセンサス」を文書化した
ものだったのである3。
　それに対して，WTO体制のもとに組み込まれ
た TRIPS協定は，知的所有権の国際的な保護を，
各国の知的所有権保護に関する法律を共通化，標
準化することではなく，貿易の自由化に関する法
律や政策を多国間で統一することを通して実現す
るという，それまでのアプローチとは全く異なる，
新しい手法であった。このような予想外の手法が
用いられた理由を，セルは次のように明らかにす
る。すなわち IPCは，知的所有権の国際的な保
護の強化を，そのまま正面から主張しても，実現
が困難ななか，米国の「産業競争力」の議論と結
びつけ，競争力強化の手段として，貿易の自由化
と結びつけるという「搦め手」の議論が，政治的
に受け入れられやすかった，というものである。
その後，IPCは，ヨーロッパと日本の多国籍企業
を巻き込み，コンセンサスを形成して政府に働き
かけ，WTO体制の中に組み入れて実現する。
　国際ビジネスのルールが，政府の官僚や議会ス
タッフではなく，一握りの米国の多国籍企業経営
者によって考案され，提起される。TRIPSの成立
に至る一連のプロセスを描写する中で，セルは，
ビジネスの新しい領域では，多くの場合，市場の
ルールが未整備であること，新たな市場ルールの
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必要性を最初に認め，具体的にどのようなルール
が必要かを構想する能力は，企業にあっても政府
の政策立案者には無いこと，このようなビジネス
の新領域におけるルールの構築においては，専門
性が高いだけでなく，当初はステイクホルダーが
限られていることから，比較的少数の企業の専門
家の影響がきわめて大きいこと，そして多国籍企
業は，市場ルールの執行に強制力が必要な場合は
政府を介して立法化を求める一方，市場競争のな
かでルールが守られる場合は，政府の介入を回避
してデファクトの標準化を進めること，などを
次々と明らかにする。「見えざる手」の重要な部
分は，多国籍企業の戦略の中で構想されていたと
いうのである。
　もちろんセルは，欧米の巨大な多国籍企業が，
一方的に力をふるっていると言っているわけでも
ない。このようにして出来上がったグローバルな
知的所有権保護メカニズムは，その成立とともに
市場参加者の利得関数を変え，新しいステイクホ
ルダーを生む。TRIPS協定についていえば，途上
国に AIDS問題が広がった中で，先進国の NGO
と途上国政府の連携という，それまで考えられな
かった国際的な社会運動のうねりまで引き起こし，
結果的に，TRIPS協定の依拠する本質的な原則へ
の変更を迫ることになる。もちろん，このような
TRIPS協定の修正自体，多国籍企業に次の戦略を
構想させることにつながっている。

Ⅳ　本書の意義

　本書は，次のような 3つの異なる次元で，その
意義を認めることができよう。第 1は，ウルグア
イ・ラウンド交渉から TRIPS協定の成立，そし
てその後の修正に至る流れを，主なプレイヤーの
具体的な活動にフォーカスをあてて分かり易く再
構築した点である。次に，そこから明らかになる，
国際ビジネスにおける「見えざる手，見える手」
の意図的な構築や変更の重要性を，ステイクホル
ダーとその利得関数の形成と変化に立ち入って分
析した点がある。これはまた，市場ルールの立案
が，これまで考えられてきたような国家の独占的
な仕事ではもはやなくなっていること，知識集約
型の多国籍企業にとっては，その構想能力の多寡

も企業の競争優位性の一部であることも，明らか
にしている。そして最後に，これらの分析を通し
て，形態形成論の分析枠組みとしての有効性を提
起した点である。
　冒頭に触れたように，ウルグアイ・ラウンド交
渉やWTO体制に関する研究は，すでに多数が存
在している。交渉過程をリアルに再現したものと
しては，ジャーナリストやノンフィクションライ
ターの手になるものに，より優れたものがあるか
もしれない。しかしここで明らかにしたような，
第 2，第 3の意義が必然的に導かれるようなケー
スは，従来の研究には無かった。その上で，第 2
の意義である国際ビジネスにおける「見えざる手，
見える手」をめぐる考察については，その意義を
さらに 2つのポイントに分けて認めることができ
ると考える。
　1つは国際ビジネスにおける市場のルールの重
要性と，その構築過程について，あらためて考え
させられる点である。先述のように，欧米では，
国際ビジネスの教科書においても，市場の違いや
その背景要因について詳しく学ぶことができる。
それらが依拠する分析枠組みは，比較政治経済学，
比較社会学，比較文化論などである。ドーア
（2001）や Hall and Soskice（2001）のよく知られ
た研究を引合いに出すまでもなく，比較社会学や
比較政治経済学の分野では，各国の市場制度やそ
れを支える政治経済構造の相似について，これま
でも詳細な研究がおこなわれてきた。さらに近年
では経済学の分野でも，North（1990）や青木
（2003）らの制度経済学だけでなく，マクミラン
（2003）や Greif（2006）のような主流派のゲーム
論の経済学においても，市場を制度や構造として
相対化して分析してきた。特にゲーム論を使って
精緻に市場を比較分析する青木や Greifなどに比
べると，セルの分析は厳密さに欠けるという批判
は免れない。
　しかしセルの分析によって，知識集約型の産業
に代表される先端的な産業分野では，市場のルー
ルが整備されていない，あるいは従来型の市場の
ルールでは，その競争優位性を十分に維持・拡大
できない，という点が明らかにされる。同時に，
これらの企業の一部は，その競争優位性を確保す
る戦略の一環として主体的にルール作りに関与す
る動機と能力を持っていることが明らかにされる。
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ゲーム論的なアプローチでは，しばしば見過ごさ
れがちな政治的な意思や意図に基づくゲームへの
参加やゲームの変更の背景の動きを詳細に検討し
ている。
　2つ目のポイントは，先端的な分野における市
場のルールの構想能力が，国家から企業，特に経
営資源を豊かに持つ多国籍企業へシフトしている
ことを，実例を使って雄弁に示していることであ
る。1980年代から 90年代にかけて，日本型経営
モデルがもてはやされたころ，我が国の政府が
「見える手」として積極的に市場に関与する点が
注目され，アングロサクソン型の市場メカニズム
と対比された。ジョンソン（1982）は，産業政策
や行政指導を積極的に行う通産省の，市場におけ
る役割を取り上げて，一躍，脚光を浴びた。
Wade（1990）は，韓国や台湾など東アジアの
NIES（新興工業国）の開発と成長に，日本同様，
政府の大きな役割を認めた。
　しかしその後，日本経済が失速するとともに経
済のグローバル化の進展によって各国の国民経済
は国際経済に急速に統合される。ストレンジ
（1998）は，このようなビジネスのグローバル化
の展開の中で，政府はもはやローカルで部分的な
役割しか果たせなくなってきており，民間部門が
政府に代わって大きな役割を果たしているという
仮説を展開した。セルの議論も，この点において
はストレンジと似ているように見える。しかしセ
ルは次の 2点で大きく異なっている。まず，産業
のサービス化，高度化，知識集約化と，国際ビジ
ネスにおける市場ルールの構築の担い手との間に，
より明確な相関関係を認めている。さらに，より
重要な点として，政府の役割が一方的に民間企業
によって取って代わるのではなく，それまでのバ
ランスとは異なる新しい官民バランスを構築した
上で政府が引き続き重要な役割を果たしている点
を明らかにしている。政府は退場するのではなく，
時代にあわせて役割を修正し，引き続きその任に
あたるというのである。
　以上を踏まえた上で，本書の 3番目の意義であ
る，形態形成論の分析枠組みとしての有効性につ
いて，触れてみたい。形態形成論を応用して，構
造と主体との相互関係の中に資本主義の重要な制
度の存在を見出すとともに，その変化を考察しよ
うというセルの試みは，一方においてアントニ

オ・グラムシやロバート・コックスによる分析を
想起させる4。確かにセルは構造主義による説明
の限界を指摘しているが，それでもなお，広く社
会構造の中に一定のイデオロギーや方向性が埋め
込まれ，知的なヘゲモニーが生み出される中で市
場を含めた制度が成立しているというグラムシら
の国際社会の捉え方は，セルに一定の影響を与え
ているといえるのではないか。
　他方で，アーンスト・ハースらが展開したレ
ジーム論をベースに，その延長線上で議論が展開
されていると見ることもできる5。多国籍企業の
経営者の国境を超えた連携も，途上国政府と先進
国 NGOとの連帯も，フォーマルな制度ではなく，
価値観を共有する専門家が国境を越えて作る認知
共同体（epistemic community）の存在の上に，部
分的ながら国際社会の形成を認め，従来のような
主権国家間の関係を中心にする国際関係の分析で
は説明のできない，国境を越えた社会的な文脈の
中での利得関数の構築を明らかにしているからで
ある。
　もちろん，理論的な貢献に関するセルの議論の
最大の弱点は，分析枠組みが形態形成論でなけれ
ばならない必然性や，それ以外の分析枠組みの有
効性について，先にふれた構造主義の限界に加え，
合理的選択アプローチの限界を指摘した以外には，
踏み込んで考察していない点である。確かに合理
的選択アプローチは，市場制度の違いやその背景
についての考察が不十分なだけでなく，企業の政
策プロセスへの関与を，もっぱらレント・シーキ
ングと結びつけて分析することで，利得の社会性
や利得関数の変化について，踏み込んだ分析を行
うことができなかった。しかしこれらの点につい
ては，たとえば近年の，心理学を取り込んだゲー
ム理論や，ゲーム理論を進化に応用する複雑系の
アプローチなどの有効性についても検討すると，
形態形成論の位置づけを改めて検証することにも
つながったのではないかと考えられる。
　このような弱点は，しかしながら，本書の持つ
これら 3つの意義を反故にするものではない。本
書は，ビジネスのグローバル化を考える上で，知
的所有権の保護と利用のバランスをどのように考
えるべきか，という極めて重要な問題に取り組ん
でいる。国際的なビジネスにおいて，誰がどのよ
うな意図，目的，そしてビジョンや原理原則を
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もって，「見えざる手」や「見える手」の構築に
関わっているかについて考えるうえで格好のケー
スを提供するものである。そのうえで，利得がど
のような社会的な文脈の中で構築され，さらには
再構築されるかについて，構造と主体の関係を分
析するなかで制度を相対化させ，各国ごとに異な
る市場や，それらを結ぶ国際ルールについて考え
ることを促す。
　これらの点を想起すると，本書がこのたび，グ
ローバル経済のなかで急速に存在感を増す中国に
おいて翻訳されて刊行されたことは興味深い。オ
リンピックに代表される国際的なスポーツの場で
も国際ビジネスでも，律義にルールを守りながら
競争力をつけてきたら突然，国際ルールが変って
困惑する。市場を所与とし，国際ビジネスのルー
ルを天（お上）から与えられるものとするところ
から始め，企業の政策立案過程への関与を体系的
に分析することの少ない本邦の国際ビジネスの研
究と教育に，本書の投げかける示唆は極めて多い
のではなかろうか。

注　　　　　　　　　　
1　セルによれば，1986年当初の IPCのメンバーは以下
の各社の CEOによって構成されていたという。ブリス
トルマイヤーズ，CBS，デュポン，GE，GM，HP，
IBM，ジョンソン＆ジョンソン，メルク，モンサント，
ファイザー。（Sell, 2003, p. 2.）

2　例えば，Ball et al.（2005） ; Daniels et al.（2007） ; Hill 
（2006）などを参照。

3　Sell（2003），pp. 8-10.
4　例えば Cox（1981）を参照。
5　例えば Haas（1990）を参照。
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